
募集中！

～健康づくり応援施設に認定されるのはこんな取組を行っているところです～

☆申請・お問い合わせ先☆

福祉保健部健康政策課 （電話）０８５７－２６－７８６１

鳥取市保健所 （電話）０８５７－２０－０３２０

中部総合事務所倉吉保健所 （電話）０８５８－２３－３１４３

西部総合事務所米子保健所 （電話）０８５９－３１－９３１８

対 象 施 設 取組内容

運動 体育館、スポーツジム、ス
ポーツ用品店、自転車販売
店、靴販売店、ホームセン
ター 等

・個人の体力・能力に応じたスポーツ・ 運動の指導を行っ
ている。

・正しいウォーキングの方法についての指導を行っている。

食事 飲食店、惣菜料理店、旅館、
ホテル、事業所食堂 等

・ヘルシーメニュー（野菜たっぷりメニューや控えめメニュー
等）を提供している。

・メニューの栄養成分を表示している。

○申込書の提出・事業の詳細については、最寄りのお問い合わせ先へご連絡ください。

認定されると・・・

・取組に応じたステッカーを交付させていただきます！

県民みんなが健康づくりに取り組みやすい環境をつくるため、鳥取県で
は、運動、食事について、県民の健康づくりを応援する施設（飲食店、集
会場、事業所など）を、「健康づくり応援施設」として認定し、その取組とと
もに様々な場面で広く紹介させていただいています。

※認定には詳細な基準があります。詳しくは裏面をご覧ください。

※認定を希望される場合は、認定・仮申込書によりお申し出ください。



鳥取県健康づくり応援施設 認定基準

※認定条件を満たしているかどうか事前にチェックさせていただくこともできます
ので、必要に応じ、最寄りのお問い合わせ先へご連絡ください。


